
スマート農業促進支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、富良野市農業及び農村基本条例（平成 20 年条例第 28 号）第

11 条第４号の規定に基づき、市内農業者の経営発展に資する省力化・効率化の取

組に対して交付するスマート農業促進支援事業補助金に関して市費補助金交付規

則（昭和 62年規則第 23号）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助対象者） 

第２条 補助金の対象者は、市内に住所を有する「認定農業者」又は「認定新規就農

者」である個人及び法人とする。 

 

（補助対象及び対象経費） 

第３条 補助対象は、別表１に掲げるものとする。 

２ 前項に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの。 

 

（補助金の額等） 

第４条 補助金は、効果が高いと市長が認める取組を優先し予算の範囲内で交付す

るものとし、助成要件、補助率及び補助金の上限等は別表２のとおりとする。 

２ 補助金の額に 1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。 

３ 他の補助事業との併用は、不可とする。 

 

（計画申請） 

第５条 補助金の交付をうけようとする者（以下「申請者」という。）は、スマート農業促進

支援事業計画書（別記第１号様式、以下「計画書」という。）に、別に定める書類を添

付し、市長に提出しなければならない。 

２  前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額（補助対象経

費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和 63年法

律第 108号）に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金

額に地方税法（昭和 25年法律第 226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金

額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ）があり、かつ、その金額

が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時にお

いて当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでは

ない。 

 

（計画承認） 

第６条 市長は、前条の規定により計画書を受理したときは、速やかに内容を審査し、

スマート農業促進支援事業計画承認通知（別記第２号様式）により申請者に通知す

るものとする。なお、導入施設・機械等の使用状況及び経営耕地面積の確認等に

ついて、必要に応じて調査できるものとする。 

２ 市長は、前条の規定により計画書を受理し審査した結果、計画書を承認しない場

合は、その理由を付して申請者に通知するものとする。 



３ 申請者は、計画承認を受けた日からから同年 12月 31日までに対象事業の導入を

しなければならない。 

４ 申請者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内での設置・導入ができ

ないときは、スマート農業促進支援事業補助金執行遅延報告書（別記第７号様式）

により速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。 

 

（完了報告及び実績報告兼申請書） 

第７条 申請者は、設置・導入したときはすみやかに機械導入報告書（別記第３号様

式）を提出するものとする。 

２ 市長は機械導入報告書を受理したときは導入検査を行うものとする。 

３ 申請者は、スマート農業促進支援事業補助金実績報告書兼交付申請書(別記第４

号様式以下「実績報告書兼交付申請書」という。）に、次に掲げる関係書類を添付し、

市長に提出するものとする。 

４ 実績報告書兼交付申請書には、領収書、契約書等補助事業に要した経費の

支出を証する書面の写しを添付するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第８条 市長は、前条に基づき実績報告書兼交付申請書を受理したときは、内容を審

査し、適当であると認めたときは、スマート農業促進支援事業補助金交付決定通知

書（別記第５号様式、以下「決定通知書」という。）により申請者に通知するものとする。 

２ 申請者は、決定通知書を受けたのち、スマート農業促進支援事業補助金請求書

（別記第６号様式）を市長に提出するものとする。 

 

（取消等） 

第９条 市長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当すると判断する場合は、補助

金の交付決定を取消し、又は全部若しくは一部を返還させることができる。 

(1) 虚偽の方法により補助金の交付を受けたとき。  

(2) スマート農業促進支援事業補助金交付要綱並びに関係法令に違反したとき。 

(3) 事業の中止又は繰延をしたとき。 

(4) 事業の執行が方法不適当と認めたとき。 

(5) その他不正の行為があったとき。 

２ 補助金の交付を受けたものが、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき

は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じその当該補

助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期日については、既納額を控

除した額）につき年 10.95％の割合で計算した違約加算金を市に納付しなければな

らない。 

３ 補助金の返還を命じられたものが、納期日までに納付しなかったときは、納期日の

翌日から納付の日まで日数に応じ、その未納額（その一部を納付した場合における

その後の期間については、その納付額を控除した額）につき、年 10.95％の割合で計

算した違約延滞金を市に納付しなければならない。 

 

 



 （書類の保存） 

第 10 条 交付決定を受けた者は、交付対象経費の支出内容を証する書類を整備し、

関係書類とともに翌年４月１日から起算し５年間保存しなければならない。 

 

（補則） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則（平成 29 年４月１日） 

この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

 

 附 則 （平成 30年８月６日） 

この要綱は、平成 30年 8月６日から施行する。 

 

  附 則（平成 31年４月１日） 

この要綱は、平成 31年４月 1日から施行する。 

 

附 則（令和２年４月１日） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年８月１日） 

この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年７月１日） 

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

 

附 則（令和４年４月１日） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和７年４月１日） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表１） 

 

補助対象 補助対象経費 備考 

栽培環境制御設備に

関するものの導入 

栽培環境制御装置に係る部分（本体付属

品）に係る経費（ハウス本体の資材に係

る経費および、導入以降に必要な通信費

等の経費を除く） 

リース契約による導入

を補助対象とする。 

複数年契約とし、法定

耐用年数未満の更新は

対象外とする。 

対象経費に維持費、手

数料は含まない 
ＧＰＳガイダンス自

動操舵システムの導

入 

ＧＰＳガイダンス装置に連動する自動

操舵装置部分の導入に係る経費（トラク

ター等に係る経費は除く） 

農業用ドローンの導

入 

本体及び作業に必要とされる付属品導

入に係る経費 

可変施肥の導入 

可変施肥に必要とされる機材・システム

に係る経費（導入以降に必要な通信費、

インターネットを利用できるデバイス、

トラクター等に係る経費は除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表２） 

区分 助成要件 補助率 
補助金の 

上限額 

備考 

共通 

・認定農業者又は認定新規就農

者 

・同一年度内における同一補助

対象区分への補助は行わないも

のとする。 

  

 

栽培環境制御 

設備 

・栽培に利用するもののみ 

・事業実施年の翌年において栽

培面積の維持もしくは拡大 

栽培環境制御設備 

対象経費の 

１／４以内 

220,000

円 

 

リース契約

による導入 

リース期間

総額の１/４

以内もしく

は初年度

支払額の

低いほうと

し、区分に

より定めら

れた補助

額の上限ま

でとする 

環境モニタリング 

対象経費の 

１／４以内 

160,000

円 

複合導入の場合 
350,000 

円 

ＧＰＳガイダンス

自動操舵 

システム 

・事業実施年の翌年において経

営耕地面積の維持もしくは拡大 

対象経費の 

１／４以内 

500,000

円 

標準装備 
200,000 

円 

農業用 

ドローン 

 

・無人航空機の散布作業にかか

る講習を受けていること 

・事業実施年の翌年において経

営耕地面積の維持もしくは拡大 

対象経費の１／４以内 
500,000

円 

可変施肥 
・事業実施年の翌年において経

営耕地面積の維持もしくは拡大 
対象経費の１／４以内 

1,500,000 
    

円 

 

栽培環境制御に該当するものとは次にあげるものをいう 

・自動換気・自動潅水・環境モニタリング・水田水管理システム 

 

 

 

 

 



別記第１号様式（第５条関係） 

年   月   日 

 

スマート農業促進支援事業計画書 

 

富良野市長 様 

                     〒      － 

申請者 住所  

 

         氏名              

      認定農業者番号 

                   電話 0167－  －       

                                     FAX 0167－  －       

 

スマート農業促進支援事業計画書を下記のとおり提出します。 

 

記 

 

１．補助対象経費     金        円 

 

２．導入設備  

 

□栽培用環境制御設備                      

（□自動換気、□自動潅水、□環境モニタリング、□水田水管理システム）   

 

□ＧＰＳガイダンス自動操舵システム  

 

□農業用ドローン         

 

□可変施肥 

 

３．経営耕地面積   本年度     ha 次年度     ha 

 

４．設置・導入予定日    年    月    日 

 

５．添付書類 

 

(1) 対象経費の内訳が記載された見積書の写し 

(2) 導入設備の設置場所、導入機械の使用場所及び格納場所 
 

 

 

 



（計画書添付書類） 

栽培環境制御設備設置場所、可変施肥・ 

ＧＰＳガイダンス自動操舵システム設置トラクター等の格納場所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記第２号様式（第６条関係） 

スマート農業促進支援事業計画承認通知 

 

                           富農第    号 

年  月  日  

 

       様 

 

 富良野市長       

 

 年 月 日付けで提出のあったスマート農業促進支援事業計画の内容を

審査した結果、計画を承認します。 

 つきましては、    年  月  日までに計画書記載内容の栽培環境制

御設備・ＧＰＳガイダンス自動操舵システム・農業用ドローン・可変施肥を設置、

導入し、設置導入後は速やかにスマート農業促進支援事業補助金実績報告書兼

交付申請書を提出してください。 

 

記 

 
 

１．承認補助対象経費   金               円 

 

 

２．予定補助金交付額   金               円 

 

 

３．補助対象  

     

□ 栽培環境制御設備 

 

□ ＧＰＳガイダンス自動操舵システム  

     

    □ 農業用ドローン 

     

    □ 可変施肥 

 

４．その他 

 事業計画に記載された内容に基づき補助金交付額を算出しております。最終的に、

実績報告の内容によって補助交付額を決定しますので、変更の場合があります。 

 

 

 



別記第３号様式（第７条関係） 

 

 

機械導入報告書 

 

                           年  月  日 

 

富良野市長 様 

 

      申請者 住 所 

氏 名           

 

年  月  日付け富農第   号  で計画承認を受けたスマート農業促進支

援事業について、設置・導入が完了しましたのでスマート農業促進支援事業補助金

交付要綱第７条の規定に基づき、導入完了報告書を提出します。 

 

 

記 

 機械の導入状況 

 

機械の名称 
 

納品日 
 

設置日 
 

確認又は検査の年月日 
 

確認者又は検査員の氏名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第４号様式（第７条第３項関係） 

 

スマート農業促進支援事業補助金実績報告書兼交付申請書 

 

年   月   日   

 

富良野市長     様  

 

                                             〒        - 

住 所 

 

氏 名                   

 

 

スマート農業促進支援事業補助金実績報告及び交付申請について 

 

  年  月  日付け富農第   号  で計画承認を受けたスマート農業促進

支援事業について、設置・導入が完了しましたのでスマート農業促進支援事業補助

金交付要綱第７条第２項の規定に基づき、補助金実績報告書兼交付申請書を提出し

ます。 

  

記 

 

１．補助対象経費   金               円 

 

２．補助金交付額   金               円 

 

３．補助対象  

     

□ 栽培環境制御設備 

 

□ ＧＰＳガイダンス自動操舵システム  

 

□ 農業用ドローン 

 

□ 可変施肥 

 

 

４．添付書類  (1) 領収書等、補助事業に要した経費の支出を証する書面の写し 

          (2) リース導入による場合は期間、支払額が記された書類 

 

 



別記第５号様式（第８条関係） 

 

スマート農業促進支援事業補助金交付決定通知 

 

富良野市指令第 号 

年  月 日 

 

申請者 住 所 

 

       氏 名             様 

 

富良野市長          

 

 年  月  日付けで申請のあったスマート農業促進支援事業に対し、金       

円を交付する。 

 ただし、次の事項を承知されたい。 

１ 次のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取消し、補助金の全部若しくは

一部を返還させることがあります。  

(1) 虚偽の方法により補助金の交付を受けたとき。 

(2) スマート農業促進支援事業補助金交付要綱並びに関係法令に違反したとき。 

(3) 事業の中止又は繰延をしたとき。 

(4) 事業の執行が不適当と認めたとき。 

(5) その他不正の行為があったとき。 

 

２ 補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納期日の

翌日から納付の日までの日数に応じその未納額（その一部を納付した場合におけ

るその後の期日については、その納付金額を控除した額）につき年 10.95％の割合

で計算した違約延滞金を市に納付しなければならない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第６号様式（第８条第２項関係） 

 

スマート農業促進支援事業補助金請求書 

 

年  月  日   

 

富良野市長     様  

  

                                   〒        - 

住 所 

 

氏 名                  ㊞ 

 

 

スマート農業促進支援事業補助金請求書について 

 

スマート農業促進支援事業補助金を下記のとおり請求します。 

  

 

記 

 

 

１．請 求 金 額    金             円 

  

 

２．振込先口座    金融機関名             農協 ・ 銀行 ・ 信用金庫  

本・支店名                  本店・支店・出張所   

預金種目   普通 ・ 当座  

         口座番号                                  

フリガナ                          

口座名義                                        

          



別記第７号様式（第６条第４項関係） 

 

  年  月  日 

 

スマート農業促進支援事業補助金執行遅延報告書 

 

 

富良野市長 様 

 

申請者 住所 

 

氏名               

 

     年  月  日付け富農第  号をもって計画承認を受けたスマー

ト農業促進支援事業について、下記遅延の理由により予定の期間内に完了する

見込みがなく、報告いたしますので指示願います。 

 
記 

 

１．遅延の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．設置・導入見込み予定日     年    月   日 


